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告 示

の交点に至り、ここから していることから

同市道をほぼ北西に進み 、鳥獣保護区に指

、大日霊女教本部に至る 定し、当地域に生
りょう

。ここから稜線をほぼ北 息する鳥獣の生息

東に進み、大日霊女教奥 環境を保全する。
りょう

之院を経て、更に稜線を また、定期的に巡

北東ないし北西に進み、 視を実施し、静謐

深山川に通じる谷に至り な環境の保持を図

、ここから同谷及びこれ り、鳥獣の安定的

に続く同川右岸を下流に な生息に著しい影

進み、市道大池ドンデ線 響を及ぼすことの

との交点に至る。ここか ないよう留意する

ら同市道をほぼ南に進み とともに、自然と

、ドンデ池堤頂西端に至 のふれあいの場、

り、ここから同堤頂及び 鳥獣の観察や保護

その延長線を南東に進み 活動を通じた環境

、林道ドンデ線に出て、 教育の場として活

宝股山山頂（３０４．０メー 用を図る。
りょう

トル）に至る稜線を南に

進み、市道宝股山線に出

る。ここから同市道をほ

ぼ南東に進み、市道国道

北浦越線との交点に至り

、ここから同市道をほぼ

南に進み、市道国道堀田

奥線との交点に至る。こ

こから同市道をほぼ西に

進み、市道叶浦越線との

交点に至り、ここから同

市道及びこれに続く市道

富計の池線をほぼ西に進

み、起点に至る線に囲ま

れた区域

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

宝股山 今治市伯方町叶浦の市 平成１７年 当該地域は、針

鳥獣保 道富計の池線と市道寺山 １１月１日 葉樹と広葉樹が混

護区 線との交点を起点とし、 から平成 在する林相変化に

ここから同市道をほぼ北 ２７年１０月 富む地域であり、

東に進み、市道西側線と ３１日まで 多様な鳥獣が生息

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

葛籠尾 愛媛県と高知県との境 平成１７年 当該地域は、針

鳥獣保 界にある東光森山三角点 １１月１日 葉樹と広葉樹が混

護区 （１，４８６．１メートル）を から平成 在する林相変化に

起点とし、ここから同境 ２７年１０月 富む地域であり、
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界を南西に進み、新居浜 ３１日まで 鳥獣の良好な生息

市別子山筏津に通じる山 環境となっている

道との交点に至る。ここ ことから、鳥獣保

から同山道を南西に進み 護区に指定し、当

、太田尾越を経て、更に 地域に生息する鳥

同山道を南西ないしほぼ 獣の保護を図る。

北西に進み、銅山川に出 また、定期的に巡

て、同川右岸を下流に進 視を実施し、静謐

み、葛籠尾で住友林業株 な環境の保持を図

式会社所有の山林と同山 り、鳥獣の安定的

林以外の民有林との境界 な生息に著しい影

に至り、ここから同境界 響を及ぼすことの

を南ないし南東に進み、 ないよう留意する

更に同境界を北東ないし 。

南東に進み、積善谷に通

じる谷との交点に至る。

ここから同谷を北東に進

み、登美野部落と草原部

落を結ぶ山道と積善谷と

の交点に至り、ここから

同谷を南東に約５０メート

ル進み、同谷と小谷との

分岐点に至り、ここから
りょう

同小谷の東側の稜線をほ

ぼ南東に進み、東光森山
りょう

に向かう稜線との交点に
りょう

至り、ここから同稜線を

南西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

亀谷鳥 喜多郡内子町上川の県 同 上 当該地域は、人

獣保護 道美川小田線と町道今生 工林が多くを占め

区 薬師堂線との交点を起点 る当地方にあって

とし、ここから同県道を 、所々に天然林が

ほぼ西に進み、町道中川 残されており、鳥

亀ヶ谷線との交点に至り 獣の貴重な生息地

、ここから同町道及びこ となっていること

れに続く山道をほぼ北に から、鳥獣保護区

進み、日浦嶺三角点（９ に指定し、当該地
りょう

００．９メートル）に至る稜 域に生息する鳥獣

線との交点に至り、ここ の保護を図る。ま
りょう

から同稜線をほぼ北に進 た、定期的に巡視

み、同三角点に至る。こ を実施し、静謐な
りょう

こから稜線をほぼ北東な 環境の保持を図り

いし南東に進み、馬之地 、鳥獣の安定的な
りょう

山を経て、更に稜線を東 生息に著しい影響

に進み、今生坂峠で通称 を及ぼすことのな

小田街道に出て、同街道 いよう留意すると

をほぼ南に進み、林道野 ともに、自然との

村北地線を横断し、更に ふれあいの場、鳥

同街道を南に進み、林道 獣の観察や保護活

今生坂線を横断し、更に 動を通じた環境教

同街道を南に進み、同林 育の場として活用

道に出る。ここから同林 を図る。

道をほぼ南に進み、町道

今生薬師堂線に出て、同

町道をほぼ西に進み、起

点に至る線に囲まれた区

域

玉川ダ 今治市玉川町竜岡下の 同 上 当該地域は、玉

ム鳥獣 愛媛県玉川ダム管理事務 川ダム水面がカモ

保護区 所を起点とし、ここから 類の渡り鳥にとっ

玉川ダムえん堤を南東に て重要な飛来地で

進み、市道中通大下１号 あることから、鳥

線に出て、同市道をほぼ 獣保護区に指定し

南に進み、市道中通大下 、当地域に生息す

線との交点に至る。ここ る鳥獣の保護を図

から同市道をほぼ西に進 る。また、定期的

み、赤末橋を経て、更に に巡視を実施し、

同市道を北に進み、国道 静謐な環境の保持

３１７号に出る。ここから を図り、鳥獣の安

同国道を北東に進み、天 定的な生息に著し

神橋を経て、更に同国道 い影響を及ぼすこ

をほぼ北東ないし南東に とのないように留

進み、起点に至る線に囲 意するとともに、

まれた区域 自然とのふれあい

の場、鳥獣の観察

や保護活動を通じ

た環境教育の場と

して活用を図る。

大宝寺 上浮穴郡久万高原町菅 同 上 当該地域は、ほ

鳥獣保 生の町道大坊線の勅使橋 とんどが人工林で

護区 東端を起点とし、ここか はあるが、高齢級

ら王子川右岸を下流に約 の林相となってお

５０メートル進み、ここか り、比較的地形も

ら谷を北に約２７０メート 緩やかで、地元住

ル進み、久万造林株式会 民にとっては身近

社所有の山林と宗教法人 な自然とのふれあ

大宝寺所有の山林との境 いの場となってい

界に至り、ここから同境 る地域であり、ム

界をほぼ北東に進み、標 ササビをはじめ多

高点（７５２．６メートル） 様な鳥獣が生息し

を経て、更に同境界をほ ていることから、

ぼ南東に進み、峠御堂で 鳥獣保護区に指定

同町道に通じる山道に出 し、当地域に生息

る。ここから同山道をほ する鳥獣の保護を

ぼ南西ないし南東に進み 図る。また、定期

、同町道に出て、同町道 的に巡視を実施し

をほぼ西に進み、起点に 、静謐な環境の保

至る線に囲まれた区域 持を図り、鳥獣の

安定的な生息に著

しい影響を及ぼす

ことのないように

留意する。

西山鳥 西条市丹原町古田の興 同 上 当該地域は、興

獣保護 隆寺旧参道と西山池に通 隆寺を中心とし、
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区 じる車道との交点を起点 その周辺の森林は

とし、ここから同車道を 針葉樹と広葉樹が

ほぼ西ないし南に進み、 混在する鳥獣の良

同寺所有の山林と同山林 好な生息環境とな

以外の民有林との境界に っており、地元住

至り、ここから同境界を 民にとっては身近

ほぼ南西ないし北西に進 な自然とのふれあ

み、同寺境内に通じる歩 いの場となってい

道との交点に至る。ここ る地域であること

から同歩道を北西ないし から、鳥獣保護区

ほぼ南西に進み、観世の に指定し、当地域
りょう

滝に至る稜線との交点に に生息する鳥獣の
りょう

至り、ここから同稜線を 保護を図る。また

北に約３４０メートル進み 、定期的に巡視を

、同滝に至る。ここから 実施し、静謐な環

市道池田西山線に通じる 境の保持を図り、

歩道を北東に進み、同市 鳥獣の安定的な生

道に出て、同市道を東に 息に著しい影響を

進み、同参道に通じる歩 及ぼすことのない

道（通称お大師道）との よう留意する。

交点に至る。ここから同

歩道を東に約４５０メート

ル進み、同参道との交点

に至り、ここから同参道

をほぼ東に約２００メート

ル進み、起点に至る線に

囲まれた区域

西谷鳥 上浮穴郡久万高原町西 同 上 当該地域は、ほ

獣保護 谷１０２００番１の財団法人 とんどが人工林で

区 西谷教育後援会所有の山 はあるが、高齢級

林の区域 の林相となってお

り、比較的地形も

緩やかで、地元住

民にとっては身近

な自然とのふれあ

いの場となってい

る地域であり、ム

ササビをはじめ多

様な鳥獣が生息し

ていることから、

鳥獣保護区に指定

し、当地域に生息

する鳥獣の保護を

図る。また、定期

的に巡視を実施し

、静謐な環境の保

持を図り、鳥獣の

安定的な生息に著

しい影響を及ぼす

ことのないように

留意するともに、

自然とのふれあい

の場、鳥獣の観察

や保護活動を通じ

た環境教育の場と

して活用を図る。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

亀谷鳥 喜多郡内子町と上浮穴 平成１７年 亀谷鳥獣保護区

獣保護 郡久万高原町との境界に １１月１日 のうち、北部の特

区特別 ある日浦嶺三角点（９００ から平成 に良好な鳥獣の生

保護地 ．９メートル）を起点とし ２７年１０月 息地となっている

区
りょう

、ここから稜線をほぼ北 ３１日まで 区域について、特

東ないし南東に進み、馬 別保護地区に指定
りょう

之地山を経て、更に稜線 し、当該地域に生

を東に進み、今生坂峠で 息する鳥獣の生息

通称小田街道に出て、同 環境を保全する。

街道を南に２８０メートル また、定期的に巡

進む。ここから作業道日 視を実施し、静謐

浦峰鼻高線の終点に向か な環境の保持を図

って進み、同三角点に至 り、鳥獣の安定的
りょう

る稜線との交点に至り、 な生息に著しい影
りょう

ここから同稜線を北に進 響を及ぼすことの

み、起点に至る線に囲ま ないよう留意する

れた区域 。

玉川ダ 玉川ダム鳥獣保護区の 同 上 玉川ダム鳥獣保

ム鳥獣 うち、玉川ダム貯水池の 護区のうち、集団

保護区 常時満水位の貯水線に囲 で渡来する水鳥等

特別保 まれた区域 が利用する水面を

護地区 特別保護地区に指

定し、当該地域に

生息する鳥獣の生

息環境を保全する

。また、定期的に

巡視を実施し、静

謐な環境の保持を

図り、鳥獣の安定

的な生息に著しい

影響を及ぼすこと

のないよう留意す

るとともに、自然

とのふれあいの場

、鳥獣の観察や保

護活動を通じた環

境教育の場として

活用を図る。
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名 称 区 域 存続期間

下川休猟 四国中央市川滝町の国道１９２号の横 平成１７年１１

区 川橋西端を起点とし、ここから同国道 月１日から

をほぼ西に進み、半田橋北端で金生川 平成２０年１０

に出て、同川右岸を上流に進み、下川 月３１日まで

川との合流点に至る。ここから同川右

岸を上流に進み、柴生北川との合流点

に至り、ここから同川右岸を上流に進

み、石ノ口で県道大野原川之江線との

交点に至る。ここから同県道を東に進

み、市道石ノ口線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ北に進み、愛媛県

と香川県との境界に至る。ここから同

境界を北東ないし南東に進み、金見山

三角点（５９６．０メートル）を経て、更

に同境界を東ないしほぼ南東に進み、

境目峠で市道境目線に出る。ここから

同市道を西ないしほぼ北に進み、同国

道に出て、同国道をほぼ西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

寒川山休 四国中央市富郷町の県道上猿田三島 同 上

猟区 線と県道高知伊予三島線との交点を起

点とし、ここから同県道をほぼ北東に

進み、国道３１９号に出て、同国道を北

ないしほぼ東に進み、小川橋東端で上

小川に出る。ここから同川右岸を上流

に進み、佐々連鉱山跡を経て、更に同

岸を上流に進み、民有林と国有林との

境界に至る。ここから同境界を西ない

し南東に進み、愛媛県と高知県との境

界に至る。ここから同境界をほぼ南に
すい

進み、白髭隧道で県道上猿田三島線に

出て、同県道をほぼ西に進み、上猿田

を経て、更に同県道をほぼ北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

塩塚山休 愛媛県と徳島県との境界と銅山川右 同 上

猟区 岸との交点を起点とし、ここから同境

界をほぼ南に進み、塩塚峰三角点（１０

４３．４メートル）を経て、更に同境界を

東ないし南東に進み、市道秋田塩塚線

に出る。ここから同市道をほぼ南西に

進み、林道栗山線との交点に至り、こ

こから同林道をほぼ南西に進み、秋田

橋北端で新瀬川に出て、同川右岸を下

流に進み、馬立川との合流点に至る。

ここから同川右岸を下流に進み、銅山

川との合流点に至り、ここから同川右

岸を下流に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

金子山下 新居浜市新田町の県道壬生川新居浜 同 上

島山休猟 野田線と市道原地庄内線との交点を起

区 点とし、ここから同市道をほぼ南東に

進み、県道新居浜港線に出て、同県道

を南に進み、ＪＲ四国予讃線との交点

に至る。ここから同線をほぼ南西に進

み、市道高山喜来線との交点に至り、

ここから同市道及びこれに続く市道下

島山所藪線を北西ないし西に進み、国

道１１号西条市バイパスとの交点に至る

。ここから同国道西条市バイパスを北

西に進み、市道玉津大谷東線との交点

に至り、ここから同市道及びこれに続

く市道玉津６号線をほぼ西に進み、市

道船屋王至森寺線との交点に至る。こ

こから同市道を北に進み、同国道西条

市バイパスに出て、同国道西条市バイ

パスを東に進み、県道壬生川新居浜野

田線との交点に至る。ここから同県道

を北ないし東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

岡村休猟 旧西条市と旧小松町との境界と国道 同 上

区 １１号との交点を起点とし、ここから同

境界をほぼ南に進み、綱付山三角点（

５１９．６メートル）を経て、更に同境界

をほぼ南に進み、南川に通じる山道（

通称南川横峰寺線）に出る。ここから

同山道をほぼ西に進み、旧小松町大字

妙口と旧小松町大字南川との境界に至

り、ここから同境界を北に進み、同国

道に出て、同国道を東に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

臼坂休猟 西条市丹原町梶の天子川と中山川と 同 上

区 の合流点を起点とし、ここから同川左

岸を上流に進み、同市と東温市との境

界に至り、ここから同境界をほぼ北に

進み、稔山三角点（９１６．６メートル）

に至る。ここから天子川に至る谷を東

に進み、同川に出て、同川右岸を下流

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

阿蘇休猟 今治市菊間町中川の県道玉川菊間線 同 上

区 と市道松尾立岩線との交点を起点とし

、ここから同県道をほぼ北東ないし南

東に進み、旧菊間町と旧玉川町との境

界に至る。ここから同境界を南ないし

西に進み、旧菊間町と旧玉川町と旧北

条市との境界の交点に至り、ここから

旧菊間町と旧北条市との境界を西に進
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み、岩ヶ森三角点（４１２．９メートル）

を経て、更に同境界をほぼ西に進み、

市道松尾立岩線に出る。ここから同市

道をほぼ北東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

阿歌古休 東温市山之内の重信川と蔭地谷川と 同 上

猟区 の合流点を起点とし、ここから同川左

岸を上流に進み、同市と今治市との境

界に至る。ここから同境界を東ないし

ほぼ北東に進み、東温市と今治市と西

条市との境界の交点に至り、ここから

東温市と西条市との境界をほぼ南に進

み、重信川に出て、同川右岸を下流に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

串休猟区 伊予市双海町上浜の国道３７８号と県 同 上

道串内子線との交点を起点とし、ここ

から同県道をほぼ南東に進み、同市と

大洲市との境界に至り、ここから同境

界をほぼ南西ないし北西に進み、壺神

山三角点（９７０．５メートル）を経て、

更に同境界をほぼ北西に進み、同国道

に出る。ここから同国道を北東に進み

、起点に至る線に囲まれた区域

上直瀬休 上浮穴郡久万高原町直瀬の県道直瀬 同 上

猟区 渋草線と県道美川川内線との交点を起

点とし、ここから同県道をほぼ北西に

進み、町道川瀬井内線との交点に至り

、ここから同町道をほぼ北西に進み、

再び同県道に出る。ここから同県道を

ほぼ北に進み、同町と東温市との境界

に至る。ここから同境界を東ないしほ

ぼ北東に進み、白猪峠を経て、更に同

境界を南東に進み、旧久万町と旧面河

村と同市との境界の交点に至る。ここ

から旧久万町と旧面河村との境界を南

東に進み、石墨山三角点（１，４５６．０メ

ートル）を経て、更に同境界をほぼ南

に進み、三角点（７７０．０メートル）を

経て、更に同境界を南西ないし南東に

進み、県道直瀬渋草線に出る。ここか

ら同県道をほぼ南西に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

相の峰休 上浮穴郡久万高原町中組の国道４９４ 同 上

猟区 号の通仙橋西端を起点とし、ここから

同国道をほぼ西に進み、旧面河村と旧

美川村との境界に至る。ここから同境

界を西に進み、旧面河村と旧久万町と

旧美川村との境界の交点に至り、ここ

から旧面河村と旧久万町との境界をほ

ぼ北ないし西に進み、三角点（７７０．０

メートル）を経て、更に同境界をほぼ

北に進み、県道落合久万線に出る。こ

こから同県道をほぼ東に進み、町道中

山線との交点に至り、ここから同町道

を南東ないしほぼ東に進み、土泥で同

国道に出る。ここから同国道をほぼ南

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

大川休猟 上浮穴郡久万高原町中黒岩の国道３３ 同 上

区 号と県道柳谷美川線との交点を起点と

し、ここから同県道をほぼ南に進み、

本組を経て、更に同県道をほぼ南西に

進み、大谷を経て、更に同県道をほぼ

西に進み、林道大谷線との交点に至り

、ここから同林道を北東に約７００メー

トル進み、ここから美川スキー場銃猟

禁止区域界を西に進み、御山三角点（

１，１６０．９メートル）を経て、更に同区

域界をほぼ南に進み、旧美川村と旧柳

谷村との境界に至る。ここから同境界

を南西に進み、大川嶺三角点（１，５２５

．０メートル）に至り、ここから旧美川

村と旧小田町との境界をほぼ北西に進

み、狼ヶ城山三角点（１，３７９．６メート

ル）を経て、更に同境界を南西ないし

ほぼ北西に進み、旧美川村と旧久万町

と旧小田町との境界の交点に至る。こ

こから旧美川村と旧久万町との境界を

ほぼ北東に進み、同国道に出て、同国

道をほぼ東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

小黒川休 上浮穴郡久万高原町西谷の県道猪伏 同 上

猟区 西谷線の高野橋東端を起点とし、ここ

から高野川右岸を下流に進み、黒川と

の合流点に至る。ここから同川右岸を

下流に進み、町道落出黒川線の竜宮橋
りょう

南端に至る。ここから稜線をほぼ南東

ないし南西に進み、三角点（１，１２５．４

メートル）で国有林７４林班界に至る。

ここから同林班界をほぼ南に進み、猪

伏鳥獣保護区界に至り、ここから同区

界を南西ないし南に進み、三角点（１

，３５４．１メートル）を経て、更に同区界

を同県道に向かって進み、同県道に出

る。ここから同県道をほぼ西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

上川休猟 喜多郡内子町上川の県道美川小田線 同 上

区 と町道今生薬師堂線との交点を起点と

し、ここから同町道を西に進み、亀谷

鳥獣保護区界に至る。ここから同区界

をほぼ北に進み、同町と上浮穴郡久万

高原町との境界に至る。ここから同境

界をほぼ東ないし南東に進み、国有林

５４林班界に至る。ここから同林班界を

ほぼ南西に進み、国有林５１林班界に至
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り、ここから同林班界をほぼ西に進み

、田ノ窪に通じる山道に出る。ここか

ら同山道をほぼ北西に進み、同県道に

出て、同県道を西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

高山寺休 大洲市大洲の国道５６号と県道大洲保 同 上

猟区 内線との交点を起点とし、ここから同

県道をほぼ西ないし北に進み、同市と

八幡浜市との境界に至る。ここから同

境界を東ないし北に進み、三角点（５

７８．４メートル）を経て、更に同境界を

北西に進み、県道瀬田八多喜停車場線

に出る。ここから同県道を北西ないし

ほぼ北東に進み、県道櫛生大洲線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ東

ないし南東に進み、県道長浜中村線と

の交点に至り、ここから同県道をほぼ

南に進み、同国道に出る。ここから同

国道を南に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域のうち、大洲城山鳥獣保護区

の区域を除いた区域

大谷宇和 大洲市肱川町宇和川の県道小田河辺 同 上

川休猟区 大洲線の鹿野川大橋西端を起点とし、

ここから国道１９７号をほぼ南東に進み

、市道久下下オクノタ線との交点に至

る。ここから同市道を北西ないし南西

に進み、農道オモダ線との交点に至り

、ここから同農道を南西ないしほぼ東

に進み、農道ジンジヤマ線との交点に

至り、ここから同農道を南東に進み、

農道二本松線の交点に至り、ここから

同農道を南西ないし南東に進み、農道

大屋敷線との交点に至り、ここから同

農道をほぼ南西に進み、県道蔵川大谷

線に出て、同県道を西に進み、市道大

平森線との交点に至る。ここから同市

道をほぼ東ないし南東に進み、同市と

西予市との境界に至る。ここから同境

界を北西に進み、高雄山三角点（３８８

．７メートル）を経て、更に同境界を南

西ないし北西に進み、旧肱川町と旧大

洲市と旧野村町との境界の交点に至る

。ここから旧肱川町と旧大洲市との境

界をほぼ北東に進み、同国道に出て、

同国道をほぼ南東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域のうち、御在所鳥獣

保護区及び小薮鳥獣保護区の区域を除

いた区域

中津川三 八幡浜市五反田の県道八幡浜宇和線 同 上

瓶休猟区
りょう

の徳用橋北端を起点とし、ここから稜

線をほぼ北東ないし東に進み、三角点
りょう

（５２７．３メートル）を経て、更に稜線

を東ないしほぼ南東に進み、標高点（

６０３．８メートル）に至る。ここから同

市と西予市との境界をほぼ南に進み、

鳥越峠及び三角点（５２８．９メートル）

を経て、更に同境界をほぼ西に進み、

八幡浜市と旧三瓶町と旧宇和町との境

界の交点に至る。ここから旧三瓶町と

旧宇和町との境界をほぼ南に進み、県

道宇和三瓶線に出て、同県道を南西な

いし北西に進み、県道八幡浜三瓶線と

の交点に至る。ここから同県道をほぼ

北に進み、県道双岩停車場和泉との交

点に至り、ここから同県道をほぼ東な

いし北に進み、県道八幡浜宇和線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ北

西に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

岩木、中 西予市と八幡浜市との境界と市道多 同 上

川休猟区 田地区１２５号線との交点を起点とし、

ここから同市道をほぼ東に進み、県道

伊延永長線に出て、同県道を東ないし

ほぼ南に進み、市道中川地区１０９号線

との交点に至る。ここから同市道を南

西ないし南東に進み、市道中川地区１

０３号線との交点に至り、ここから同市

道をほぼ南西に進み、市道１級路線３

号線との交点に至り、ここから同市道

を南西ないしほぼ北西に進み、県道八

幡浜宇和線を横断して、県道挟間上松

葉線に出て、同県道を西ないしほぼ南

西に進み、市道石城地区１９８号線との

交点に至り、ここから同市道をほぼ南

西ないし南東に進み、県道宇和三瓶線

に出て、同県道をほぼ南西に進み、西

予市宇和町と西予市三瓶町との境界に

至る。ここから同境界をほぼ北に進み

、西予市と八幡浜市との境界に至り、

ここから同境界を東ないし北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

中筋、貝 西予市野村町蔵良の県道宇和野村線 同 上

吹休猟区 と県道大洲野村線との交点を起点とし

、ここから同県道をほぼ北西に進み、

同市と大洲市との境界に至り、ここか

ら同境界をほぼ東に進み、御在所山三

角点（６６８．８メートル）を経て、更に

同境界を南東ないしほぼ北東に進み、

市道西肱川線に出て、同市道をほぼ南

西に進み、市道荷刺大西鎌田西線との

交点に至り、ここから同市道をほぼ南

東ないし南西に進み、市道鎌田線との

交点に至り、ここから同市道をほぼ南

西に進み、県道宇和野村線に出て、同

県道をほぼ南西に進み、起点に至る線
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止

区域を指定する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

に囲まれた区域

土居休猟 西予市城川町古市の国道１９７号と市 同 上

区 道古市２号線との交点を起点とし、こ

こから同市道を北西に進み、市道古市

土居線との交点に至り、ここから同市

道を北に進み、市道新開呉野々線との

交点に至る。ここから同市道をほぼ北

に進み、市道呉野々下里線との交点に

至り、ここから同市道を北ないし北東

に進み、市道窪野線との交点に至り、

ここから同市道を北東に進み、市道程

野線との交点に至る。ここから同市道

をほぼ南東に進み、林道熊の谷線との

交点に至り、ここから同林道をほぼ南

東に進み、同林道の終点に至り、ここ
りょう

から南東に約３０メートル進み、稜線に
りょう

至る。ここから稜線を南西に進み、標

高点（７５６．６メートル）を経て、更に
りょう

稜線を西ないし南西に進み、三角点（
りょう

７３３．５メートル）を経て、更に稜線を

南西に進み、標高点（５６２．２メートル
りょう

）を経て、更に稜線をほぼ南西ないし

西に進み、同国道に出て、同国道を北

西に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

蕨生、奥 北宇和郡松野町と同郡鬼北町との境 同 上

野川休猟 界と国道３８１号との交点を起点とし、

区 ここから同境界をほぼ北東ないし南東

に進み、愛媛県と高知県との境界に至

る。ここから同境界をほぼ南ないし南

西に進み、同国道に出て、同国道をほ

ぼ北西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

下灘休猟 宇和島市津島町岩松の国道５６号と県 同 上

区 道嵐田之浜若松線との交点を起点とし

、ここから同国道をほぼ南ないし西に
すい

進み、嵐坂隧道を経て、更に同国道を

ほぼ西に進み、同町嵐のえひめ南農業

協同組合下灘支所で海岸線に出る。こ

こからその海岸線をほぼ北東ないし南

東に進み、山崎鼻を経て、更にその海

岸線をほぼ北に進み、柏崎を経て、更

にその海岸線をほぼ東に進み、同県道

との交点に至り、ここから同県道を東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

正木休猟 南宇和郡愛南町増田の国道５６号と町 同 上

区 道増田１号線との交点を起点とし、こ

こから同町道を北に進み、町道増田２

号線との交点に至り、ここから同町道

を北西に進み、町道増田３号線との交

点に至り、ここから同町道をほぼ北に

進み、町道浅尻線との交点に至り、同

町道をほぼ北西に進み、林道浅尻線と

の交点に至る。ここから谷を旧一本松

町と旧城辺町との境界に向かって進み

、同境界に至り、ここから同境界をほ

ぼ北東に進み、国有林３０８１林班界に至

り、ここから同林班界を東ないし北東

に進み、町道羽後山線に出る。ここか

ら同町道を南東ないし北東に進み、篠

川に出て、同川右岸を下流に進み、愛

媛県と高知県との境界に至り、ここか

ら同境界をほぼ南に進み、同国道に出

て、同国道をほぼ西に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

名 称 区 域 存続期間

東野銃猟 松山市南久米町の日尾八幡神社前の 平成１７年１１

禁止区域 県道松山川内線と県道松山東部環状線 月１日から

との交点を起点とし、ここから同県道 平成２７年１０

をほぼ北に進み、国道３１７号に出て、 月３１日まで

同国道をほぼ北ないし北東に進み、岩

堰橋を経て、更に同国道をほぼ北東に

進み、横谷調整池の流水路との交点に

至る。ここから同流水路を東に進み、

同調整池で旧湯山村と旧小野村と旧久
りょう

米村との境界の交点に至る稜線との交
りょう

点に至り、ここから同稜線を南に進み

、旧湯山村と旧小野村と旧久米村との

境界の交点に至る。ここから旧湯山村

と旧小野村との境界を東に進み、市道

小野３号線に出て、同市道を南に進み

、市道小野２５号線との交点に至る。こ

こから同市道及びこれに続く市道久米

９７号線を西に進み、県道松山川内線に

出て、同県道をほぼ北西に進み、県道

松山東部環状線との交点に至り、ここ

から同県道をほぼ北西に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

石風呂銃 松山市辰巳町の県道辰巳伊予和気停 同 上

猟禁止区 車場線と県道松山港線との交点を起点

域 とし、ここから同県道をほぼ北西に進

み、高浜五丁目から太山寺に通じる山

道との交点に至る。ここから同山道を

東に進み、同寺を経て、更に同山道を

東に進み、市道和気１２号線に出る。こ

こから同市道を東に進み、県道辰巳伊
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予和気停車場線に出て、同県道を南に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

関川銃猟 四国中央市土居町畑野の市道畑野旧 同 上

禁止区域 国道線の常磐橋東端を起点とし、ここ

から同市道をほぼ南西に進み、市道土

居高曽根線との交点に至り、ここから

同市道を北西に進み、市道大橋大谷線

との交点に至る。ここから同市道を北

東に進み、大谷橋西端で関川に出て、

同川左岸を下流に進み、市道天皇海通

橋線との交点に至る。ここから同市道

を北東に進み、市道海通橋海岸線との

交点に至り、ここから同市道並びにこ

れに続く市道海通橋粟井線及び市道県

道粟井海岸線を北東に進み、県道壬生

川新居浜野田線に出て、同県道を南東

に進み、市道下井手藤原海岸線との交

点に至る。ここから同市道を南西に進

み、市道海通橋長原線との交点に至り

、ここから同市道をほぼ西に進み、市

道八雲神社常磐橋線との交点に至る。

ここから同市道を南西ないし南に進み

、起点に至る線に囲まれた区域

久万高原 上浮穴郡久万高原町下畑野川の県道 同 上

ふるさと 西条久万線とエンマド川との交点を起

旅行村銃 点とし、ここから同川左岸を上流に約

猟禁止区 ４５０メートル進み、同町下畑野川乙１０

域 ５６番地の山林と同町下畑野川乙１０６１番

地の山林と同町下畑野川乙１０４６番地４

の山林との境界の交点に至り、ここか
りょう

ら稜線及びこれに続く同町所有の山林

と同山林以外の民有林との境界をほぼ

東に進み、同町下畑野川乙４８８番地１

の山林と同町下畑野川乙１１０９番地１の

山林と同町畑野川乙９６９番地２の山林

との境界の交点に至る。ここから同町

所有の山林と同山林以外の民有林との

境界をほぼ南西ないし東に進み、同町

下畑野川乙４８８番地３の土地と同町下

畑野川乙１１０５番地６の山林と同町下畑

野川乙１１０５番地１の山林との境界の交

点に至り、ここから久万高原花卉花木

園所有の土地と隣接する山林との境界

をほぼ東に進み、同町下畑野川乙４８８

番地３の土地と同町下畑野川乙１１１４番

地の土地と同町下畑野川乙１１１２番地２

の山林との境界の交点に至り、ここか

ら久万総合開発株式会社高原ゴルフ倶

楽部所有の土地と隣接する山林との境

界をほぼ北東ないし南東に進み、町道

嵯峨山線に出る。ここから同町道をほ

ぼ西に進み、同県道との交点に至り、

ここから同県道をほぼ西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

せと風の 西宇和郡伊方町大江、同町志津及び 同 上

丘パーク 同町川之浜の国道１９７号と町道瀬戸頂

銃猟禁止 上線との間にある同町の所有地の区域

区域 及び海上保安庁所管の土地の区域一円

中山池銃 宇和島市三間町成家の県道宇和三間 同 上

猟禁止区 線と市道山下正池線との交点を起点と

域 し、ここから同市道を北に進み、市道

大藤黒井地線との交点に至り、ここか

ら同市道を北東ないしほぼ東に進み、

市道西前大下線との交点に至る。ここ

から同市道を南に進み、市道大下西線

との交点に至り、ここから同市道を西

に進み、宇和島市立成妙小学校に通じ

る山道（通称旧学童道）との交点に至

る。ここから同山道をほぼ南西に進み

、市道道の上線に出て、同市道を南西

に進み、同県道に出る。ここから同県

道をほぼ北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

源池公園 宇和島市津島町槇川の市道影平線と 同 上

銃猟禁止 県道宿毛津島線との交点を起点とし、

区域 ここから同県道を南東に約２７０メート

ル進み、農道との交点に至る。ここか

ら同農道を南西に約６０メートル進み、

最初の分岐点に至り、ここから同農道

分岐線を南東に約３０メートル進み、二

番目の分岐点に至り、ここから同農道

分岐線を南西に進み、同農道終点に至

る。ここから歩道をほぼ西に進み、三

差路を経て、更に同歩道を南西に進み

、同歩道の終点で同町槇川２２０８番１の

土地と同町槇川２２０７番の土地との境界

の交点に至る。ここから同土地とその

他の土地との境界を北西に進み、市道

影平東線に出る。ここから同市道をほ

ぼ北に進み、市道影平線との交点に至

り、ここから同市道を北東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

瀬戸ふれ 西宇和郡伊方町大久の国道１９７号の 同 上

あい交流 北側にある同町の所有地の区域一円

センター

銃猟禁止

区域

今田銃猟 西予市城川町魚成の市道丸岡線と市 同 上

禁止区域 道魚成線との交点を起点とし、ここか

ら同市道をほぼ南西に進み、市道畑ヶ

峠線との交点に至り、ここから同市道

を西ないし北東に進み、同町魚成５４２６

番地の土地と同町魚成５８５６番地の土地

との間を通る歩道との交点に至り、こ
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�愛媛県告示第１９２３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

こから同歩道を南東に進み、市道丸岡

線に出て、同市道をほぼ南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０５１７２ 医療法人明星会 愛媛県松山市井門町４６
２番地１ 訪問介護 訪問介護事業所明星 愛媛県松山市井門町４６

２番地１ 平成１７年９月１日

３８７１４００２４２ 社会福祉法人宇和町社
会福祉施設協会

愛媛県西予市宇和町久
枝甲１４３４番地１ 通所介護 多田あんしんの家 愛媛県西予市宇和町伊

延東８１番地１ 平成１７年９月１日

３８７０６００８６７ 株式会社ジェイコム 愛媛県西条市氷見丙４４
４番地１ 訪問介護 ヘルパーステーション

まなべ
愛媛県西条市氷見丙４７
７番地 平成１７年９月１日

３８７１４００２３４ 株式会社ニューフロン
ティア

愛媛県松山市宮西二丁
目３番７

認知症対応型共
同生活介護 グループホーム太陽 愛媛県西予市野村町阿

下６号５８８番 平成１７年９月２日

３８７０５０１５４５ 有限会社あさひ 愛媛県西条市神拝乙３５
番地５ 通所介護 デイサービスセンター

あさひ
愛媛県西条市神拝乙３５
番地５ 平成１７年９月２日

３８７１３００２６９ ウマ商事株式会社 愛媛県四国中央市三島
中央三丁目１１番３３号

認知症対応型共
同生活介護 グループホーム新町 愛媛県四国中央市三島

中央三丁目１１番３３号 平成１７年９月２日

３８７０５０１５５２ 有限会社ほほえみ 愛媛県新居浜市船木字
上長野甲５８１－２

認知症対応型共
同生活介護

グループホーム微笑の
家

愛媛県新居浜市船木字
上長野甲５８１－２ 平成１７年９月５日

３８７０１０５２０６ 有限会社健都 愛媛県松山市鉄砲町１
番地６ 訪問介護 ヘルパーステーション

明日香
愛媛県松山市中村五丁
目１番１６号 平成１７年９月７日

３８７０１０５２１４ 株式会社ファミリーケ
ア

愛媛県松山市南江戸一
丁目１番２１号

認知症対応型共
同生活介護 グループホームいまづ 愛媛県松山市西垣生町

１１８４－６ 平成１７年９月１３日

３８７０１０５２２２ 株式会社ファミリーケ
ア

愛媛県松山市南江戸一
丁目１番２１号 通所介護

ファミリーケア垣生デ
イサービスセンターい
まづ

愛媛県松山市西垣生町
１１８４－６ 平成１７年９月１３日

３８１３５２０４４６ 浦 岡 秀 明 愛媛県伊予郡砥部町宮
内９０８

通所リハビリテ
ーション とべ整形外科 愛媛県伊予郡砥部町宮

内９０８ 平成１７年９月２８日

３８７０１０５２９７ 特定非営利活動法人介
護企画あき

愛媛県松山市南江戸四
丁目５番２５号

認知症対応型共
同生活介護

グループホームあきの
家

愛媛県松山市福角町４６
２－４ 平成１７年９月３０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０５１９８ 有限会社在宅福祉サー
ビスさわやか

愛媛県松山市平田町１０
６番地３Ｍサイエンス
１０２号

居宅介護支援
有限会社在宅福祉サー
ビスさわやか居宅介護
支援ステーション

愛媛県松山市平田町１０
６番地３Ｍサイエンス
１０２号

平成１７年９月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０３４２５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６－
１０－１ 訪問介護

株式会社コムスン
松山東部ケアセン
ター

株式会社コムスン
北久米ケアセンタ
ー

愛媛県松山市北久米
町５６０－３

平成１７年
９月１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号

１１２１
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�愛媛県告示第１９２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０４１４２ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護

株式会社コムスン
南松山ケアセンタ
ー

株式会社コムスン
南斎院ケアセンタ
ー

愛媛県松山市南斎院
町１００９番地１ラオー
ラＳ１階

平成１７年
９月１日

３８７０５００４２２ 医療法人十全会 愛媛県新居浜市北新町
２－７３

認知症対
応型共同
生活介護

痴呆性老人グルー
プホーム「むつみ
の家」

グループホーム「
むつみの家」

愛媛県新居浜市中萩
町９－５２

平成１７年
９月１日

３８７１０００３９８ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスン

中予ケアセンター
株式会社コムスン
伊予米湊ケアセン
ター

愛媛県伊予市米湊９７
５－４亀井店舗１階
南側

平成１７年
９月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７３９００７５１ 介護サービス野の花有
限会社

愛媛県北宇和郡鬼北町
内深田１２４８番地２ 訪問介護 介護サービス野の花

有限会社
愛媛県宇和島市柿
原４１－１

愛媛県北宇和郡鬼
北町内深田１２４８番
地２

平成１７年
８月１日

３８７０１００８３５ 有限会社曽我商会 愛媛県松山市天山町３
－１４－２７

福祉用具
貸与 有限会社曽我商会 愛媛県松山市天山

町３－１４－２７
愛媛県松山市天山
３－１４－２７

平成１７年
９月１日

３８６３５９１０２４ 有限会社ユアーズ・ケ
ア

愛媛県松山市東方町甲
１８１１番地４ 訪問看護 ユアーズ・ケア訪問

看護ステーション

愛媛県伊予郡砥部
町高尾田９９４－１
天王寺ハイツ２２０
号

愛媛県伊予郡砥部
町高尾田６８４－１
白形ビル２０１号

平成１７年
９月２日

３８７０１０３６９８ 有限会社ラッセル社 愛媛県松山市津吉町１１
４２番地１

認知症対
応型共同
生活介護

グループホームみな
み

愛媛県松山市南高
井町５３６番地２

愛媛県松山市津吉
町１１４２番地１

平成１７年
９月２２日

３８７０１００８９２ 有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越１－
１０－１１

福祉用具
貸与

有限会社イヨメディ
カル

愛媛県松山市山越
１－１０－１１

愛媛県松山市山越
１－８－６

平成１７年
９月２６日

３８７０１０２８７２ 有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一丁
目１０番１１号 訪問介護 有限会社イヨメディ

カル訪問介護みゆき
愛媛県松山市山越
一丁目１０番１１号

愛媛県松山市山越
一丁目８番６号

平成１７年
９月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２９０６ 有限会社イヨメディカ
ル

愛媛県松山市山越一丁
目１０番１１号

居宅介護
支援

有限会社イヨメディ
カル居宅介護支援み
ゆき

愛媛県松山市山越
一丁目１０番１１号

愛媛県松山市山越
一丁目８番６号

平成１７年
９月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２８７９７ 医療法人社団仁心会 愛媛県松山市古三津４
－６００－１

通所リハビリテ
ーション 井関整形外科病院 愛媛県松山市古三津４

－６００－１ 平成１７年４月１０日

３８１０１１１４６２ 医療法人明星会 愛媛県松山市井門町４６
２番地１ 訪問介護 訪問介護事業所明星 愛媛県松山市井門町４６

２番地１ 平成１７年８月３１日

３８１１０１０１１９ 医療法人中村脳神経外
科

愛媛県伊予市米湊７８６
番地１

通所リハビリテ
ーション 中村脳神経外科 愛媛県伊予市米湊７８６

番地１ 平成１７年８月３１日

３８７０３００５６７ ケアセンター幸有限会
社

愛媛県宇和島市宮下乙
９７番地７ 訪問介護 ケアセンター幸 愛媛県南宇和郡愛南町

柏３８６ 平成１７年８月３１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号

１１２２
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�愛媛県告示第１９３２号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 喜多山、恋
木の一部

平成１５年度から
平成１６年度まで

大洲市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１７年１０月２８日

�������
�愛媛県告示第１９３３号
新居浜市岸之下土地改良区から認可申請のあった新たな土

地改良事業（県単独補助土地改良事業（かいがい排水）・磯

地地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・磯地地区）計画書の写し

� 新居浜市岸之下土地改良区定款の写し

�愛媛県告示第１９２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定を取り消した

。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者の指定を取り消した

。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０６００１２３ 医療法人北辰会 愛媛県西条市氷見丙４７
７ 訪問介護 まなべ病院指定訪問介

護事業所
愛媛県西条市氷見丙４７
７ 平成１７年８月３１日

３８１０２１０４１３ 医療法人泰山会 愛媛県今治市大正町三
丁目５番地８

短期入所療養介
護 高山内科病院 愛媛県今治市大正町三

丁目５番地８ 平成１７年９月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
取消に係る指定居宅サービス事業所

取消年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３７６３ 有限会社楠の郷 愛媛県松山市南斎院町
２６３番地１ 訪問入浴介護 楠の郷訪問入浴サービ

ス
愛媛県松山市南斎院町
２６３番地１ 平成１７年１０月１２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
取消に係る指定居宅介護支援事業所

取消年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４５３０ 有限会社楠の郷 愛媛県松山市南斎院町
２６３番地１ 居宅介護支援 楠の郷ウェルフェアサ

ービス
愛媛県松山市南久米町
３７８番地１ 平成１７年１０月１２日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０２１０４１３ 医療法人泰山会 愛媛県今治市大正町三
丁目５番地８

介護療養型医療
施設 高山内科病院 愛媛県今治市大正町三

丁目５番地８ 平成１７年９月１０日

３８１０１１３１９５ 医療法人社団大寿会 愛媛県松山市天山一丁
目１２番５号

介護療養型医療
施設

医療法人社団大寿会大
野クリニック

愛媛県松山市天山一丁
目１２番５号 平成１７年９月１１日

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号

１１２３
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２ 縦覧期間

平成１７年１０月３１日から１１月２９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�愛媛県告示第１９３４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１７）第４９７２号 平成１７年
５月２３日 瀬戸内建設� 中下 興治 松山市住吉２－１１－１２ 平成１７年９月１日

建築工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般・特－１３）
第７３１１号

平成１３年
１０月１２日 �菊池組 菊池 一郎 西予市三瓶町有網代９０ 平成１７年９月５日

土木工事業
管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１１８０１号 平成１４年
１２月１９日 �大峰工業 薬師寺正志 松山市福音寺町７１６ 平成１７年

９月５日
土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

（般－１６）第１５５８９号 平成１６年
７月２０日 彩美建工 笹岡 豪 松山市保免上２－２－

２３
平成１７年
９月５日

塗装工事業
防水工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１１７４７号 平成１４年
１０月１７日 �岩永工業 岩永 一洋 松山市粟井河原５４ 平成１７年

９月６日
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５４２２号 平成１５年
１０月１０日 聖組 中岡 誠司 伊予郡松前町大字徳丸

１３４７
平成１７年
９月６日

土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１３）第９１６５号 平成１３年
８月１日 安田塗装工業 安田 傳夫 南宇和郡愛南町御荘平

城１３３０－４
平成１７年
９月７日 塗装工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１４８１０号 平成１３年
９月１０日 香川工業 香川 昌浩 新居浜市星原町１５－４９ 平成１７年９月７日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第５７９３号 平成１２年
１１月１４日 上田建設 上田 義延 伊予市宮下７９７－４ 平成１７年

９月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３６０６号 平成１３年
１２月１１日 �ホザナ建装 西森志壽男 松山市天山３－５－１６ 平成１７年９月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４７０３号 平成１３年
１月３０日 �天治組 相原 崇 松山市南斉院町乙２０－

５
平成１７年
９月１５日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１５６５８号 平成１６年
１１月１２日 愛媛ナショナル建材� 西山 秀伸 松山市久万ノ台１０６８－

１
平成１７年
９月１５日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１２）第５５７７号 平成１２年
９月２４日 三好工務店 三好 茂 大洲市菅田町菅田甲１９

５４－１
平成１７年
９月１６日 建築工事業 建設業の廃止

（事業継承）

（般－１３）第１２３９４号 平成１３年
１０月８日 �オーテック 橋本 謙二 今治市中堀２－６－１６ 平成１７年９月２０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３４６２号 平成１３年
７月１８日 栄進空調 森田 重雄 松山市居相５－１－１４ 平成１７年９月２０日 管工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般・特－１６）
第１５５３５号

平成１６年
４月２２日 佐光建設� 佐光 重英 新居浜市多喜浜６７－８７ 平成１７年９月２０日

建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１４）第４７４６号 平成１４年
７月１７日 �不二電機工業社 山田 正毅 松山市道後一万７－６ 平成１７年

９月２２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１５５９４号 平成１６年
７月２３日 愛媛総合建設業（同） 別宮 獻 今治市菊間町浜２１０－

２
平成１７年
９月２７日

とび・土工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般・特－１６）
第３５１４号

平成１６年
４月１５日 椿建設� 大原 哲夫 松山市星岡町５３７ 平成１７年

９月２７日 造園工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１３）第７７４３号 平成１３年
７月２４日 高橋建装 高橋 一壽 伊予郡松前町大字北川

原９５１－５
平成１７年
９月２７日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号
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その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削下弓削１０３０番４から

同町弓削明神６０番まで

旧 ５．０～１２．０ ０．１０３

新 １１．２～３５．０ ０．４５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市鷹子町８３８番８から

同町８３８番９まで
平成１７年１０月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
松山市北梅本町甲６２０番１から

同町甲５７２番１０まで

旧 ７．６～１２．０ ０．２７６

新 １２．０～１５．０ ０．２７６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘甲１４４５番から

同町上灘丁８４番６まで

旧 ４．６～６．８ ０．１６７

新 １０．３～３５．８ ０．１６７

〃 〃
伊予市双海町上灘丁８４番６から

同町上灘丁７１番地先まで

旧 ４．２～１２．６ ０．３９６

新 ４．２～１２．６
１４．０～４１．０

０．３０２
０．１７０

〃 〃
伊予市双海町上灘丁７１番地先から

同町上灘丁６１番２地先まで

旧 ４．４～１１．６ ０．２１２

新 ２９．０～６６．６ ０．２１２

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号
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�愛媛県告示第１９４２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、野村都市計画下水道事業の事業計画の変更を次の

ように認可した。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年１月１１日

平成２３年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県西予市野村町野村地内

� 使用の部分

愛媛県西予市野村町野村地内

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘甲１４４５番から

同町上灘丁７８番４まで
平成１７年１０月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
伊予市双海町大字高岸甲１４０２番１地先から

同大字甲１３４２番１地先まで
平成１７年１０月２８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７八局大土（開）第９１４‐２号

平成１７年１０月１９日
大洲市東若宮１８番１、１８番２及び１８番３

東京都台東区上野七丁目１４番４号
大和情報サービス株式会社
代表取締役 坂 倉 正 宏

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号
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所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

西条市喜多川字上川原３３１番５４ 宅 地 ３３１．７７�
木造セメント瓦葺平
家建

１１５．６３�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年１１月７日（月）午後２時００分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年１１月２８日（月）午後２時００分

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定

代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができ

る。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は
、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

松山市萱町六丁目６７番２ 宅 地 １，１８８．１２�
鉄筋コンクリート造
陸屋根４階建

１，１１７．８６�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年１１月２１日（月）午前１０時００分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年１２月５日（月）午前１０時００分

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定

代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができ

る。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は
、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号
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准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の

規定により、平成１７年度准看護師試験を次のとおり施行する

。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市道後町２丁目１１－１４

愛媛看護研修センター

２ 試験の日時

平成１８年２月１１日（土）１３時００分

３ 試験願書の提出期間

平成１８年１月１３日（金）から１月２０日（金）まで。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室

�������
�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成１７年１０月１４日に実施した採石業務管理者試験の合格者

は、次のとおりである。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

大洲市大洲字中島６８５番７ 宅 地 ２５７．６３�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１０月１７日 ＮＰＯ法人 どんまい 谷 本 圭 吾 松山市白水台一丁目６番地４ この法人は、主に松山市内の精神障害者の
社会参加促進を目指し、生活を取り戻すた
めの活動の場、相談・サポートをできる場
等を充実させていくとともに、地域住民等
に対して精神障害者への理解を啓発するこ
とにより、精神障害者の福祉を向上、発展
させることを目的とする。

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１ ３ ８ １１

１２ １５ １８ ２０

２１ ２２ ２７ ２８

３０ ３３ ３４

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号

１１２９



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年１１月１８日（金）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年１２月５日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県大洲市東大洲１６８６番地１

大洲警察署４階大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

平成１７年１０月２８日 印刷
平成１７年１０月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１３０
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